
別表２（第３条関係） 

項目 内容 

掲載位置 広告掲載位置は、各エレベーター内部の左右壁面１枠ずつとする。ただ

し、広告媒体の仕様によっては、この限りではない。 

※エレベーター内部イメージ図 

 

規格 ・広告の規格は、基本的に日本工業規格Ａ２縦サイズとする。 

・各エレベーターの広告枠上部に広告事業の趣旨及び連絡先等を掲載する。 

 

※広告掲載枠配置図 
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